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平成 26 年度 第１回国営事業評価技術検討会 

 

日時：平成 26 年 5 月 21 日（水）14:00～14:30 

場所：札幌第１合同庁舎 10 階 共用第２・３会議室 

 

１．開    会 

（事務局） 

 ただ今から、平成 26 年度第１回国営事業評価技術検討会を開会いたします。 

 本日は、お忙しい中、委員の皆様におかれましては、ご出席いただきまして誠にあ

りがとうございます。 

 私は、事務局を担当いたしております北海道開発局農業計画課の高井でございま

す。委員長が選出されますまでの間、委員会の進行を務めさせていただきますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、開催にあたりまして、仲家農業水産部長からご挨拶を申し上げます。 

 

 

２．農業水産部長挨拶 

 農業水産部長の仲家でございます。 

本日は、本当にお忙しい中、委員の皆様には国営事業評価技術検討会にご出席を

いただきまして、誠にありがとうございます。また、各委員の皆様には日頃から農

業農村整備のみならず北海道開発行政にご支援、ご協力を頂きまして、誠にありが

とうございます。重ねて感謝を申し上げます。 

土地改良事業等公共事業につきましては、一定の成果を果たしておりますけれど

も、一方で事業をめぐる情勢として、事業の長期化や費用対効果等に関するご指摘、

ご批判もありました。そういうなかで土地改良事業だけではなく公共事業全体につ

きまして、政策評価の一環として事業評価制度を導入して事業の効率性、実施過程

の透明性を確保する観点から、事業実施前の事前評価、実施中の評価であります再

評価、そして事業が終わった後の効果を検証する事後評価という、ＰＤＣＡサイク

ルをそれぞれの地区毎でも検証して次の事業展開に繋げていくということで取り組

んでいるところです。 

そのプロセスの中で第三者の先生方にも参加していただいて、幅広いご意見、ご

指摘をいただき、事業の評価結果に反映し取りまとめていくということで、お願い

をしているところでございます。 

我々としてもこの委員会で様々な指摘を受け止めて、更なる事業展開に繋げてい

きたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。 
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あわせて、今、農政は大きく変わろうとしております。農政改革元年ということ

で、農林水産省は４つの改革として農地中間管理機構の創設、経営所得安定対策の

見直し、日本型直接支払制度の導入、それから水田のフル活用と米政策の見直しと

いった改革を進めようとしております。改革を支えていく意味でも土地改良事業は

非常に重要な役割を担っていると思いますので、改めて検討委員会の中で我々の事

業を検証・評価していただきまして、我々も改革に向けて取り組んでいきたいと思

っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

非常に短期間で審議いただくことになりますので、先生方におかれましてはお忙

しい中ご負担をおかけすることと思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

以上で検討会開催の挨拶とさせていただきます。 

 

（事務局） 

   ありがとうございました。 

 

 

３．委員紹介 

（事務局） 

 それでは本日は第１回目の委員会でございますので、議事に先立ちまして、当技

術検討会の委員にご就任いただいております先生方をご紹介させていただきたいと

思います。 

 アイウエオ順でご紹介させていただきます。 

 

 岡村 俊邦（おかむら としくに）委員です。  

 紺野 裕乃（こんの ひろの）委員です。  

 長澤 徹明（ながさわ てつあき）委員です。 

 中原 准一（なかはら じゅんいち）委員です。 

 波多野隆介（はたの りゅうすけ）委員です。 

  森 久美子（もり くみこ）委員です。 

 

 続きまして北海道開発局の出席者についても異動がありましたので、出席者を紹介

させていただきます。 

 先ほど挨拶をいたしましたが、 

 仲家 農業水産部長です。 

 黒﨑 調整官です。 
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 飯田 農業計画課長です。 

 加藤 農業調査課長です。 

 菊池 農業整備課長です。 

 佐々木農業施設管理官です。 

 宮﨑 事業調査官です。 

 村上 土地改良管理室長です。 

なお、河畑農業設計課長、吉田農業振興課長、半谷農業企画官、丸井農業振興対策

官、三野事業計画推進官は欠席です。 

 最後に、事務局を担当しております、農業計画課の高井です。 

 

 

４．委員長選任 

（事務局） 

 続きまして、議事次第の４、委員長の選任に移らせていただきます。 

 国営事業評価技術検討会設置要領（第３条第２項）により、「委員長は委員によ

る互選」となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

（委員より） 

 長澤委員にお願いしたいと思います。 

 

（各委員） 

 異議なし。 

 

（事務局） 

 それでは皆様方ご異議がないようでございますので、長澤委員を委員長といたし

ます。これ以降の検討会の進行につきましては、長澤委員長にお願いいたしたいと

存じますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

５．審  議 

（長澤委員長） 

 それでは委員長に選任されましたので、一言ご挨拶申し上げます。 

 先ほど仲家部長の挨拶にもありましたように、最近の社会経済情勢から考えると

公共事業のあり方は大きな関心を呼んでいると思われます。この事業評価の意味も

大変重いものであると認識しております。 
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 国営事業の効果、北海道農業に対する効果、あるいは日本国全体に対する効果、

それから事業実施に係る透明性などを社会に十分に説明する責任があり、それに十

分に対応できる評価となるようにしていかなければならないと思っています。 

 各委員のご協力を得て、円滑にこの仕事を進めていきたいと思います。ご協力の

ほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  

（長澤委員長） 

 それでは、さっそく議事次第に従って議事に入りたいと思います。 

 まず、５の（１）「委員会の運営について」ですが、事務局より説明願います。 

 

（事務局） 

 配付資料２の再評価事後評価関係要領等の 10 頁の国営事業評価技術検討会設置

要領をお開き願います。本技術検討会の業務といたしましては、第２条に記載があ

りますとおり、「技術検討会の業務は、北海道開発局国営事業管理委員会による再

評価及び事後評価の結果に対し意見を答申するもの」としているところであります。 

 その手順としては、現地調査や自治体、土地改良区、受益者との意見交換会など

を行い、第２回技術検討会での審議を通じて答申をいただくことになります。 

 次に検討会の公開のあり方につきましては、毎年、第１回目の検討会で検討を願

っております。参考に昨年度の検討会の公開要領について説明させていただきます。 

資料２の 18 頁をお開き願います。昨年の技術検討会の公開要領ですが、検討会の

透明性を確保する観点から、１に原則として一般に公開するとし、一般傍聴につい

ても、２以下の公開要領に沿って傍聴していただくこととしております。 

 次に議事の公表につきましては、検討会終了後配布資料とともに、議事概要を公

表し、さらに１週間以内を目途に議事録を作成し、各委員の内容確認を経た上で公

表しているところであります。なお、議事録については発言者名を記して公表して

いるところであります。 

 また、技術検討会とは別に今月下旬からお願いしています、現地の状況確認と地

元関係者との意見聴取、意見交換を行う現地調査につきましては、各委員が地区の

最終的な評価に対し意見を述べるための途中段階で行っている調査であり、意見交

換につきましては非公開とし、要請があれば実施日時、調査地区等を公表している

ところであります。現地での議事録につきましては、第２回の技術検討会において

議事概要を公表いたします。 

 なお、委員へのマスコミ等の取材についてですが、議事内容においては全て北海

道開発局において公表していますので、例えば、委員間で異なった対応があり、後

々誤解を生じることになればあまり良い結果にはならないと考えておりますので、
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「委員が個別には対応しない。」というような運営方法をとりたいと考えています。 

 

（長澤委員長） 

 ありがとうございました。 

 大きく２つありまして、まず技術検討会設置要領について説明がありました。第

２条に記載されているように、技術検討会は北海道開発局国営事業管理委員会によ

る評価結果に対し、意見を答申することとなっております。２点目は公開要領につ

いてです。確認しておきたいと思います。 

先ず、一般傍聴を認めており、公開要領に沿って傍聴していただく、ということ。 

２つ目には、技術検討会の議事録については発言者名を明記して公表する、とい

うこと。 

３つ目には、現地調査につきましては、各委員が地区の最終的な評価に対し、意

見を述べるための途中段階で行っている調査であり、意見交換については非公開と

する。要請があれば実施日時、調査地区等を公表する、ということ。 

４つ目には、現地調査における議事録につきましては、第２回目の技術検討会に

おいて概要を公開する、ということ。 

最後に、委員へのマスコミ等の取材については、委員が個別に対応しない、とい

うこと。 

以上のことについて委員の皆様からご意見・ご質問があればお願いします。 

 

（各委員） 

 ありません。 

 

（長澤委員長） 

 それでは、本年度はただいま確認いたしました内容で運営させていただきたい

と思います。よろしいでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし。 

 

（長澤委員長） 

 ありがとうございました。 

なお、評価の意見を取りまとめていく段階で、運営方針に変化が生じた、見直

しをしなければならない場合には、別途技術検討会を開催して審議をしていきた

いと思いますので、ご承知おき願います。 
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 続いて、５の（２）「平成 26 年度事後評価地区について」事務局から説明願いま

す。 

 

（事務局） 

平成 26 年度事後評価地区の説明前に、本年度の評価対象地区について説明させて

いただきます。これまで、技術検討会の中では再評価それから事後評価を対象に審議

していただいたところであります。再評価につきましては、事業採択後５年が経過し

た時点で未着手の事業、あるいは事業採択後 10 年が計画した時点で継続中の事業又

は事業採択後５年が経過した時点で継続中であって、地方農政局長が社会経済情勢の

動向等を踏まえて予備的な検討を行い、再評価を行うことが必要と認めた事業につい

ては、当該時点の属する年度に再評価を行ってまいりました。これまでは毎年度、再

評価を行う地区がありましたが本年度につきましては実施要領に照らし合わせた結

果、対象となる地区がございませんので、再評価については該当なしとなっておりま

す。 

続きまして事後評価について、説明させていただきます。事後評価の対象事業は、

国営土地改良事業等のうち 10 億円以上のものであって、その工事完了の公告等があ

った翌年度から起算して概ね５年を経過したものとなっております。平成 26 年度に

事後評価の公表をする地区については、平成 20 年度に完了公告を行った地区という

ことになります。６地区ありまして国営かんがい排水事業につきましては、いしかり

地区、別海地区、芽室地区、雄信内地区の４地区、畑地帯総合土地改良パイロット事

業につきましては天塩平原地区、国営総合農地防災事業につきましては石狩川愛別地

区になります。雄信内地区と天塩平原地区につきましては、一体で評価することとし

ております。 

 

（長澤委員長） 

  ありがとうございました。 

事務局から説明がありましたが、再評価地区については該当がない、事後評価地

区については６地区ということですが、なにか、ご質問・ご意見ございますか。 

 

（各委員） 

 ありません。 

 

（長澤委員長） 

  続いて、５の（３）「平成 26 年度スケジュール（案）」について事務局から説明

願います。 
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（事務局） 

資料の 26 頁をお開き願います。本日、第１回の事業評価技術検討会でありまして、

７月上旬予定の第２回事業評価技術検討会の間でそれぞれの地区で現地調査を行

い、あわせて評価結果について諮問させていただき、７月中旬には事業評価の結果

の答申をいただきたいと考えております。公表の時期は、国営土地改良事業等事後

評価実施要領に基づき、８月末までに公表することとされておりますので、それに沿

って評価結果の公表も取り進めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。 

 

（長澤委員長） 

  ご説明があったように、実施要領に基づき８月末までに評価結果を公表しなけれ

ばならないとなっていますので、これに沿ってスケジュールが組まれているという

ことになります。 

なにか、ご質問・ご意見はありますでしょうか。 

 

（各委員） 

 ありません。 

 

（長澤委員長） 

ありがとうございました。 

 よろしければ、本日の議事案件は以上で終了となります。 

なお、本日の議事については、概要を作成してすみやかに公表するわけですけれ

ども、内容確認につきましては、私にご一任いただきたいと存じますが、いかがで

しょうか。 

  

（各委員） 

 異議なし。 

 

（長澤委員長） 

 ありがとうございました。 

では、本日の検討会の具体的な公表について、事務局から説明願います。 

 

（事務局） 

 本日の議事概要については、委員長に内容をご確認いただいた上で、配布資料とと

もに公表する予定です。議事録は来週に公表できるよう作業を進める予定で、公表前
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に各委員にもご確認をいただいた上で公表したいと思います。 

 

（長澤委員長） 

 ありがとうございました。 

以上をもちまして、第１回検討会の審議は終了いたします。 

 

６．閉  会 

（事務局） 

 ありがとうございました。 

 以上をもちまして、第１回の技術検討会を終了させていただきます。 

 

 


